
新たな遺伝子組換え表示制度について

令和３年７月
消費者庁食品表示企画課



１．遺伝子組換え表示制度の改正の経緯
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〇 背景
• 遺伝子組換え表示制度の在り方については、食品表示法の制定過程における「食品表示一元化検討会」において、一

元化の機会に検討すべき項目とは別に検討すべき事項として位置付けられた。
• 消費者庁において、平成29年４月から全10回にわたり、消費者、事業者及び学識経験者等から構成される「遺伝子組

換え表示制度に関する検討会」を開催し、平成30年３月28日に「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」を取
りまとめ。

〇 「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」の概要
• 表示義務対象品目等については、現行制度を維持。
• 「遺伝子組換えでない」表示が認められる条件を現行制度の「５％以下」から「不検出」に厳格化。

〇 食品表示基準の一部を改正する内閣府令の公布・施行
• 食品表示基準の一部を改正する内閣府令を平成31年４月25日に公布。施行は令和５年４月１日。

〇 消費者委員会への諮問
• 平成30年10月10日から同年11月８日まで食品表示基準（内閣府令）の改正案についてパブリックコメントを実施す

るとともに、全国７都市で情報交換会等を実施。
• 平成30年10月３日付けで消費者庁から消費者委員会へ諮問を行い、同年10月10日から平成31年３月13日までの全５

回にわたり消費者委員会食品表示部会において議論し、平成31年４月４日に消費者委員会から、消費者庁の改正案の
とおりとすることが「適当」とする旨の答申。



（参考）「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」の概要
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○ 遺伝子組換え表示制度は、その導入から15年以上が
経過し以下の点に変化が生じている可能性があった。

・ 遺伝子組換え農産物の作付面積増加に伴う流通実態
・ 遺伝子組換え食品のDNA等に関する分析技術
・ 遺伝子組換え食品に対する消費者の意識

平成30年3月消費者庁

○ 現行制度

安全性が確認された８農作物及びそれを原材料とした３３加工食品群
（豆腐や納豆など組換えDNA等が残存し、科学的検証が可能と判断され
た品目）
○ 整理の方向性

表示の信頼性及び監視可能性の観点から現行制度を維持。今後再現
性のある検査法が確立された品目は義務対象へ追加することが適当。

論点①表示義務対象品目

○ 現行制度

加工食品において、主な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原
材料の上位３位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める
割合が５％以上であるもの）
○ 整理の方向性

事業者の実行可能性、表示の見やすさ・優先度等の観点から、現行制
度を維持。

論点②表示義務対象原材料の範囲

○ 現行制度
分別生産流通管理がされていないものについて「遺伝子組換え不分別」と表示

○ 整理の方向性

事業者や消費者等から幅広く意見を聴取し、「遺伝子組換え不分別」の表現に代
わる、実態を反映した分かりやすく誤認を招かないような表示を検討し、Ｑ＆Ａ等に
示す。

論点③「遺伝子組換え不分別」の表示

○ 現行制度

大豆及びとうもろこしについて分別生産流通管理を適切に行なっている
場合、遺伝子組換え農産物の混入が５％以下であれば、「遺伝子組換え
でない」旨の任意表示が可能。
○ 整理の方向性

「遺伝子組換えでない」表示が認められる条件を現行制度の「５％以下」
から「不検出」に厳格化。

論点④－２「遺伝子組換えでない」という表示が認められる条件

国における今後の取組み

○ 説明会の実施等により、遺伝子組換え農産物の実情
や遺伝子組換え表示制度の普及・啓発活動を積極的に
行なう。

○ 実態把握のためのモニタリング調査を行ない、必要に
応じて制度の見直しを行なう。

（検討会（座長：湯川剛一郎東京海洋大学教授）は、平成29年４月から10回開催）

○ 現行制度

大豆及びとうもろこしについて遺伝子組換え農産物の混入が５％を超え
る場合に、「遺伝子組換え不分別」である旨の義務表示が必要。
○ 整理の方向性

原材料の安定的な調達が困難となる可能性や検査に係る作業量やコ
ストの増大などの観点から、現状維持。

論点④－１義務表示が免除される遺伝子組換え農産物の混入率

○ 日本国内で食品として流通している遺伝子組換え農産物は、厚生労働省の安全性
審査を受けており、安全性は確保されている。

○ 消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を実現するための表示制度
の構築が必要。

検討会の背景
基本的考え方



義務表示制度については、現行制度からの変更はありません。

２．新たな遺伝子組換え表示制度（義務表示制度）
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２．新たな遺伝子組換え表示制度（任意表示制度）
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任意表示制度については、消費者に情報が正確に伝わるように改正されました。



３．新たな遺伝子組換え表示制度における任意表示について
①分別生産流通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えている場合の表示例
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分別生産流通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えている
大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

【原材料名の表示例】

又は

名 称 豆乳

原材料名 大豆

名 称 豆乳

原材料名 大豆（分別生産流通管理済み）

名 称 豆乳

原材料名 大豆
原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を
防ぐため分別生産流通管理を行っています。

原材料名のみを表示
遺伝子組換え農産物が混入しないように

分別生産流通管理が行われた旨を表示



 大豆は、遺伝子組換えのものと分けて管理したものを
使用しています。

 遺伝子組換えトウモロコシはほぼ含まれていません。
 大豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換えの混

入を減らしています。
 遺伝子組換えでないものを分別 等

分別生産流通管理が行われた旨の表示例
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名 称 豆乳

原材料名 大豆（分別生産流通管理済み）

名 称 豆乳

原 材 料 名 大豆

（２） 一括表示事項欄外に表示する場合

（１） 一括表示事項欄に表示する場合  ＩＰ管理品
 遺伝子組換え混入防止管理済
 遺伝子組換えの混入を防ぐため分別

原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を
防ぐため分別生産流通管理を行っています。

（３）任意表示をする場合の留意事項
 表示の読み手の主観によって左右されるような表現
 遺伝子組換えの混入がない原材料であると消費者が誤

解するような表示
→消費者の正しい選択を妨げるおそれがあるため不適切

【その他の具体的な表示例】

３．新たな遺伝子組換え表示制度における任意表示について
①分別生産流通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えている場合の表示例

新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方（補足資料）（平成31年４月25日） ５参照

【不適切な表示例】
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【原材料名の表示例】

名 称 豆乳

原材料名 大豆（遺伝子組換えでない）

名 称 豆乳

原材料名 大豆（非遺伝子組換え）

名 称 豆乳

原材料名 大豆

原材料に使用している大豆は、非遺伝子組
換えのものです。

３．新たな遺伝子組換え表示制度における任意表示について
②分別生産流通管理をして、遺伝子組換え農産物の混入がない場合の表示例

分別生産流通管理をして、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる
大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

遺伝子組換え農産物の混入がない

非遺伝子組換え農産物である旨の表示が可能

食品表示基準別表第17に掲げる農産物以外の農産物及びこれらを原材料とする加工食品については、
当該農産物に関し、遺伝子組換えでないことの表示は禁止されています。
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遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法

３．新たな遺伝子組換え表示制度における任意表示について
②分別生産流通管理をして、遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法

• 以下を証明する書類等を備えておく方法が有用ですが、行政の行う科学的検証
において、使用された原材料に遺伝子組換え農産物を含むことを確認した場合
は、不適正な表示となります。

① 生産地で遺伝子組換えのものとの混入がないことを確認した農産物を袋等又は専用コ
ンテナに詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していることが証明されていること

② 国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通
過程で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品（適切に分別生産流通管理され、遺
伝子組換え農産物の混入が５％以下に抑えられた場合を含む。）と混ざらないことを確
認しており、その旨が証明されていること

③ 生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産物が含まれていないことが証
明されており、遺伝子組換え農産物が含まれない旨が記載された分別生産流通管理証明
書を用いて取引を行っている場合

• 第三者分析機関等による分析結果は、
事業者における遺伝子組換え農産物が
混入していないことの確認方法の一つ
として有効ですが、任意表示の必須の
条件ではありません。

新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方（補足資料）（平成31年４月25日） ７参照

※ 遺伝子組換え農産物の混入がないことを確
認するための新たな公定検査法の詳細につい
ては、令和３年９月頃に改正予定の「食品表
示基準について」（平成27年３月30日付け
消食表第139号消費者庁次長通知）を御確認
ください。

第三者分析機関等による分析※ その他の方法



〇 改正後の食品表示基準の施行前に作った
包材を引き続き使うことはできますか。

改正後の食品表示基準の施行後に使用する容器包装に
は、改正後の食品表示基準に即した表示をする必要が
あります。

例えば、適切に分別生産流通管理を行っているが、遺
伝子組換え農産物の意図せざる混入がないことまでは
担保できない農産物を使用する場合は、適切に分別生
産流通管理された旨の表示をしてください。

〇 改正後の食品表示基準が施行されたら、それま
でに製造した在庫は処分しなければならないの
でしょうか。

改正後の食品表示基準の施行前に現行制度に基づい
た表示をした食品（例えば、倉庫にある商品在庫）に
ついては、施行後も販売することができます。

ただし、施行後に古い「遺伝子組換えでない」の表示
（＝意図せざる混入が５％まで許容）が流通すること
は消費者の正しい選択を誤らせるおそれがありますの
で、事業者はできる限り施行前までに改正後の食品表
示基準に即した表示への切替えをお願いします。

４．新たな遺伝子組換え表示制度の施行期日について
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新たな遺伝子組換え表示制度は、令和５年４月１日から施行になります※。
なお、この施行日前に改正前の食品表示基準により遺伝子組換え食品に関する事項を表示した加工食品（業務用加工食
品を除く。）及び生鮮食品（業務用生鮮食品を除く。）は、施行後においても販売することができます。
※ 改正食品表示基準の施行前においても、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料

とする加工食品に適切に分別生産流通管理が行われた旨を表示することは可能です。

知っていますか？遺伝子組換え表示制度（パンフレット） 参照



〇 「肉牛は遺伝子組換えでない飼料で育てまし
た。」などの表示は可能でしょうか。

このような表示を一括表示事項欄外に表示する場合は、
事実に基づいた内容であれば禁止されるものではありませ
んが、消費者の誤認を招かないように注意する必要があり
ます。このような表示はいわゆる広告に該当し、その内容
が消費者の誤認を招くか否かについては、社会通念に照ら
して判断されることになります。

食品表示基準における「遺伝子組換えでない」旨の任意
表示は、遺伝子組換え農産物が不検出の場合にのみするこ
とができることに鑑みれば、それと同じレベルを担保する
か、又は、具体的にどのような飼料を用いているかを、消
費者が適切に認識できるように表示する必要があると考え
ます。例えば、分別生産流通管理された飼料で飼育された
場合は、「分別生産流通管理された飼料で飼育された牛の
生乳を使用」等、正確に表現することが望ましいと考えま
す。

５．その他の表示について

10新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方（補足資料）（平成31年４月25日） ５、９、10参照

〇 「遺伝子組換え大豆の混入が５％以下になるよ
うに管理しています」という表示はできますか。

遺伝子組換え農産物の具体的な混入率等を合わせて表
示することは可能ですが、実際の商品に使用された原材
料に含まれている遺伝子組換え農産物の割合が、表示さ
れた混入率より高い場合には、商品と表示に矛盾がある
として、不適正な表示となることがありますので、注意
が必要です。

〇 適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示
に、「ＩＰハンドリング」という表現を使用する
ことはできますか。

ＩＰハンドリングは、Identity Preserved Handling
の略です。

「ＩＰハンドリング」、「ＩＰ管理」など日本語と組
み合わせた表現であれば、「分別生産流通管理」の文言
に代えて表示に使用することができます。
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遺伝子組換え食品の表示の監視は、書類の確認（社会的検証）を基本に、これに先立って、科学的検証の手法で対象を
絞り込むなど、社会的検証と科学的検証を組み合わせて実施しています。これらの結果により、不適正な表示が確認さ
れた場合は、食品表示法に基づき、指示、命令、罰則等、所要の措置を講じることとなります。

 遺伝子組換えでない旨の任意表示がされている食品

 原材料名だけ表示している食品

 適切に分別生産流通管理が行われた旨の任意表示がさ
れている食品

６．遺伝子組換え表示の監視と不適正表示への措置について

行政による科学的検証と社会的検証※

※ 生産・流通の過程における証明書、伝票、分別管理の実際の取扱いのチェック

原材料の農産物に遺伝子組換え農産物が含まれている
ことが確認された場合

分別生産流通管理を実施しておらず、遺伝子組換え農
産物の混入率が５％以下であった場合

意図的に遺伝子組換え農産物を混入した場合

食品表示法に基づき、指示、命令、罰則等、所要の措置
新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方（補足資料）（平成31年４月25日） 11、12参照

不適切な表示となる場合（一例） 不適切な表示となる場合（一例）
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（参考）ゲノム編集技術応用食品の表示について

組換えDNA技術に該当するもの
（遺伝子組換え食品）

組換えDNA技術に
該当しないもの

安全性審査必要

× ○

（自然界又は従来の品種改良
で起こる変化の範囲内である
ため）

データ蓄積等のため
厚生労働省へ届出

○ 厚生労働省に届け出たものは、
事業者が消費者へ表示等情報提供

○ 現段階では食品表示基準の表示
の対象外

遺伝子組換え表示制度に
基づく表示が必要

国内流通可能
（食品としての安全性は確保）

安全性審査不要

国内流通
不可

※ 今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、必要に応じて整理
方針の見直しを検討。

（考え方）

①外来遺伝子等が残存しないものは、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判
別不能。

②また、現状、国内外において、ゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分。

③消費者の中には、ゲノム編集技術応用食品に対し、選択のための表示を求める声。

ゲノム編集技術
応用食品

厚生労働省の
食品衛生上の

取扱い

注 食品表示法上、食品表示基準違反に対しては、指示、命令、
罰則（懲役刑・罰金刑）が定められている。

(注)
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